
（平成２４年５月２３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認長野地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



 

長野厚生年金 事案 1220 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を平成４年１月から同年９月までは 26 万円、同年 10

月から５年９月までは 32 万円、同年 10 月から６年１月までは 14 万 2,000 円

に訂正することが必要である。 

 また、上記期間のうち、平成５年 10 月及び同年 11 月について、申立人は、

その主張する標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬

月額の記録を 26万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が、平成５年 10 月及び同年 11 月の上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明

らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から６年１月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が８万円とされて

いる。しかし、申立期間中の一部の給与明細書では 26 万円の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料が控除されている。また、預金通帳の給与振込額

も 26万円以上であるので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成４年１月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から５年３月ま

では 32万円と記録されていたところ、同年４月 30日付けで、４年 10月１

日に遡って 14万 2,000円に引き下げ（１回目の減額訂正処理）られた上、

その後、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（同年２月４

日）と同日付けで、４年１月１日に遡って８万円に引き下げ（２回目の減

額訂正処理）られていることが確認できる。 

しかし、申立人から提出された給与支払明細書及び預金通帳によると、

申立期間において、申立人の給与支給額が、当該減額訂正後の標準報酬月

額に見合う額まで引き下げられた事実は認められない。 

  また、１回目の減額訂正処理が行われた平成５年４月 30 日付けで、元同



僚 17 名の標準報酬月額についても申立人と同様に大幅に減額されている上、

６年２月４日付けの２回目の減額訂正処理においても、元同僚 11 名の標準

報酬月額が申立人と同様に８万円に減額訂正されていることが確認できる。

さらに、複数の元同僚は、申立期間当時、給与の遅配や未払があったこ

と及び当該事業所が経営不振であったことを証言している。 

これらの事実を総合的に判断すると、上記の２度にわたる標準報酬月額

の遡及訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平

成４年１月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から５年９月までは 32

万円、同年 10 月から６年１月までは 14 万 2,000 円に訂正することが必要

である。 

 

２ 上記期間のうち、平成５年 10 月及び同年 11 月については、申立人が所

持する給与明細書により、申立人は当該期間において、その主張する標準

報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記

録を 26万円に訂正することが必要である。 

  なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、不明と回答しており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。 



 

長野厚生年金 事案 1221 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額に係る記録を 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 10月から平成元年９月まで 

  申立期間の標準報酬月額が 26 万円となっているが、47 万円のはずなの

で、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された役員年間報酬額役位別計算表によると、申立人の申

立期間に係る報酬額は、申立人が主張する標準報酬月額(47 万円)に相当する

額であったことが確認できる。 

また、企業年金連合会から提出された被保険者記録照会対象者リスト(被

保険者記録と中途脱退者等の記録の不一致リスト)によると、申立人の申立

期間に係る標準給与は、47万円と記録されていることが確認できる。 

さらに、Ａ県Ｂ厚生年金基金(平成 16 年 11 月 24 日解散)の関係団体であ

るＡ県Ｃ健康保険組合の担当者は、「昭和 63 年の算定基礎届は、社会保険

事務所と厚生年金基金で複写式のものを使っていました。基金の記録と社会

保険事務所の記録が相違することは考えられません。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た申立期

間の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額（47 万円）であったと

認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記録を 47 万円に訂正

することが必要である。 



長野厚生年金 事案 1222 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を、平成 10 年５月及び同年６月は 56 万円、同年７月

から 11年６月までは 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月から 11年６月まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000

円とされているが、当時の給与は 50 万円程度だったので、標準報酬月額

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、平

成 10 年５月及び同年６月は 56 万円、同年７月から 11 年６月までは 50 万円

と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った日（同年７月 13 日）より後の同年７月 19 日付けで、10 年５月１日まで

遡って９万 8,000円に引き下げられていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、当該事業所における代表取締役及び取締

役５名の標準報酬月額についても、申立人と同様に 11 年７月 19 日付けで、

10 年５月１日まで遡って９万 8,000 円に引き下げられていることが確認でき

る。 

しかし、申立人が所持する申立期間のうち一部の期間に係る給与明細書及

び雇用保険受給資格者証によると、申立期間において、申立人の給与支給額

が、当該遡及訂正後の標準報酬月額に見合う額まで引き下げられた状況はう

かがえない。 

さらに、商業登記簿によると、申立人は、申立期間当時、当該事業所の取

締役であったことが確認できるが、当該事業所の元取締役Ｂ部長は、「遡及

訂正の手続については、事業主と私が行ったことなので、他の取締役は知ら

なかったと思う。」と証言している上、別の元取締役も、「申立人はＣ部長

であったので、社会保険事務には関与していなかった。」と証言しているこ

とから、申立人は、当該遡及訂正処理に関与していなかったものと考えられ

る。 



 

これらの事実を総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は見

当たらず、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認め

られないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た、平成 10 年５月及び同年６月は 56 万円、

同年７月から 11年６月までは 50万円に訂正することが必要である。 



長野厚生年金 事案 1223 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成 16 年３月から 17 年９月までの期間について、事業

主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 16 年３月から同年８月までは 19 万円、同年９月から 17 年８月

までは 22万円、同年９月は 18万円に訂正することが必要である。 

 また、申立期間のうち、平成 17 年 10 月及び同年 11 月について、申立人は、

その主張する標準報酬月額（18 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬

月額に係る記録を 18万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が平成 17 年 10 月及び同年 11 月の上記訂正後の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年３月から 19年 12月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与額及

び保険料控除額に見合う額よりも低い額で記録されている。給与明細書及

び預金通帳の写しを提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間のうち、平成 16 年３月から 17 年９月までの期間について、オ

ンライン記録によると、Ａ社における申立人の標準報酬月額は、当初、16

年３月から同年８月までは 19万円、同年９月から 17年８月までは 22万円、

同年９月は 18万円と記録されていたところ、18年３月 23日付けで、16年

３月に遡って９万 8,000円に引き下げられていることが確認できる。 

  また、オンライン記録によると、当該事業所の事業主の標準報酬月額に

ついては、平成 17年３月２日付けで、遡って９万 8,000円に引き下げられ

ている上、申立期間当時の元同僚８名の標準報酬月額についても、申立人

と同様に 18 年３月 23 日付けで、遡って９万 8,000 円に引き下げられてい

ることが確認できる。 

  しかし、申立人から提出された給与明細書及び当該事業所から提出され

 

 



 

た賃金台帳によると、当該期間において申立人の給与支給額が、引き下げ

後の標準報酬月額に見合う額まで減額された事情はうかがえない。 

また、滞納処分票によると、申立期間当時、当該事業所は厚生年金保険

料を滞納していたことが確認できる。 

  これらの事実を総合的に判断すると、平成 18 年３月 23 日付けで行われ

た遡及訂正処理は、事実に即したものとは考え難く、申立人について 16 年

３月１日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は無いこと

から、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認められない。 

  したがって、当該期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た、平成 16 年３月から同年８月までは 19 万円、同

年９月から 17年８月までは 22万円、同年９月は 18万円に訂正することが

必要である。 

２ 申立期間のうち、平成 17年 10月及び同年 11月について、当時の経理事

務担当者は、「事業主から、給与額は減らさず、標準報酬月額だけを下げ

たと聞いた。」と証言しているところ、前述の給与明細書及び賃金台帳に

より、申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額（18 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていること

が認められる。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

前述の給与明細書及び賃金台帳において確認できる保険料控除額に見合う

標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が当該期間において一致

していないものの、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

３ 一方、申立期間のうち、平成 17 年 12 月から 19 年 12 月までの期間につ

いて、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなるところ、前述

の給与明細書及び賃金台帳によると、当該期間においては、給与支給額に

見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っているも

のの、厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

長野厚生年金 事案 1224 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

  住    所 ：  

  

  

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月１日から 38年４月１日まで 

  昭和 37 年５月から 38 年３月までＡ県のＢ所に勤務したが、厚生年金保

険の被保険者記録が無い。当該期間については、給与から厚生年金保険料

が控除されたはずであるので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ所に勤務していた元同僚の妻の証言、及び申立人が申立期間後勤務した

事業所に提出した前職の履歴書により、申立人がＢ所に勤務していたことは

推認できる。 

 しかし、オンライン記録によると、申立人が自身と同様の立場で同種の業

務に従事していたとする者には、Ｂ所における被保険者記録が確認できない。

また、元同僚は、「採用後、必ず試用期間があった。試用期間中は社会保

険に加入しなかった。」と証言しているところ、オンライン記録及びＡ県Ｃ

課から提出された人事記録によると、Ｂ所への採用日が確認できた 11 名のう

ち、10 名は、採用日から被保険者資格取得日までに１か月から１年間の空白

期間が存在することから、当該事業所においては、必ずしも従業員全員を採

用と同時に資格取得させる取扱いではなく、採用日が異なる者をまとめて被

保険者資格を取得させていたものと考えられる。 

さらに、申立期間の１か月前に採用した者は、その採用日から１年後に他

の採用日が異なる者と同日付けで被保険者資格を取得していることが確認で

きる上、申立期間中に新たに被保険者資格を取得した者は確認できないこと

から、申立人については、被保険者資格の取得手続が行われなかったものと

考えられる。 

 加えて、Ａ県Ｃ課及びＤ局Ｅ部（Ｂ所の後継組織）は、当時の関係資料

  

 

  



 

 

（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を保管していないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  




